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電
気
用
品
安
全
法
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
の
電
気
用
品
安
全
法
施
行
の
際
に
設
け
ら
れ
た
、
五
年
間
の
販
売
猶
予
期
間
の
経
過
措
置
が
本
年
三
月
三
十
一

日
で
終
了
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
法
に
お
い
て
定
め
る
「
Ｐ
Ｓ
Ｅ
マ
ー
ク
」
表
示
の
な
い
一
部
の
電
気
用
品
（
二
〇
〇
一
年

三
月
三
十
一
日
以
前
に
製
造
さ
れ
た
テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
、
電
子
楽
器
、
音
響
機
器
等
）
の
販
売
が
不
可
能
と
な
る
。

リ
サ
イ
ク
ル
業
者
、
楽
器
、
オ
ー
デ
ィ
オ
店
等
の
販
売
業
者
や
、
消
費
者
、
音
楽
愛
好
家
に
著
し
い
混
乱
を
招
い
て
い
る
。

リ
サ
イ
ク
ル
業
者
や
中
古
電
気
用
品
の
販
売
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
倒
産
、
廃
業
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
音
楽
家
、
音
楽
関
係
者
は
、
「
古
い
機
材
は
固
有
の
価
値
の
あ
る
音
を
持
っ
て
い
る
。
技
術
が
進
歩
し
て
も
作
り
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
の
破
壊
」
で
あ
る
と
抗
議
し
て
い
る
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
市
民
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
法
律
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
年

の
販
売
猶
予
期
間
が
切
れ
「
Ｐ
Ｓ
Ｅ
マ
ー
ク
」
表
示
の
な
い
電
気
用
品
二
五
〇
品
目
を
関
係
団
体
に
示
し
た
の
が
二
月
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

明
ら
か
に
、
政
府
が
改
正
さ
れ
た
制
度
に
つ
い
て
の
周
知
徹
底
を
怠
っ
て
き
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。

一



こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
経
済
産
業
省
は
、
本
年
三
月
十
四
日
「
電
気
用
品
安
全
法
の
経
過
措
置
の
一
部
終
了
に
伴
う
対
策

に
つ
い
て
」
（
以
下
「
政
府
の
対
策
」
と
い
う
。
）
を
発
表
し
た
。

福
岡
県
商
工
団
体
連
合
会
と
福
岡
県
の
中
古
販
売
業
者
や
楽
器
店
主
は
、
三
月
二
十
三
日
、
福
岡
市
の
九
州
経
済
産
業
局
に

対
し
て
「
販
売
猶
予
期
間
の
延
長
」
を
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
沖
縄
県
の
中
古
販
売
業
者
等
も
強
く
要
求
し
て
い
る
。

事
業
者
か
ら
は
、
こ
の
政
府
の
対
策
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
有
効
な
解
決
策
に
な
ら
な
い
と
の
声
が
強
く
上
が
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

政
府
の
対
策
の
期
待
さ
れ
る
効
果
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

事
業
者
は
、
電
気
用
品
安
全
法
第
八
条
に
規
定
す
る
自
主
検
査
、
す
な
わ
ち
外
観
検
査
、
通
電
検
査
、
絶
縁
耐
力
試
験
を

行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
政
府
の
対
策
は
、
自
主
検
査
の
う
ち
絶
縁
耐
力
検
査
に
限
定
し
て
い
る
の
か
、
そ
う

だ
と
す
れ
ば
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

三

全
国
五
〇
〇
カ
所
で
検
査
を
受
け
ら
れ
る
十
分
な
体
制
の
整
備
を
六
月
ま
で
に
目
指
す
と
し
て
い
る
が
、
目
標
と
し
て
い

る
全
国
五
〇
〇
カ
所
の
検
査
所
の
名
称
、
関
係
機
関
別
の
数
、
検
査
等
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
毎
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
本
法
の
販
売
規
制
の
対
象
と
な
る
事
業
者
は
全
国
で
三
〇
万
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
全
国
五
〇

二



〇
カ
所
の
検
査
体
制
で
実
効
性
を
確
保
で
き
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

福
岡
県
の
中
古
販
売
業
者
は
、
検
査
機
器
の
無
料
貸
出
等
と
い
っ
て
も
、
全
国
五
〇
〇
カ
所
で
は
、
検
査
機
関
に
持
ち
込

む
だ
け
で
も
コ
ス
ト
や
時
間
が
か
か
る
の
で
効
果
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

五

福
岡
県
商
工
団
体
連
合
会
と
福
岡
県
の
中
古
販
売
業
者
と
楽
器
店
主
の
要
請
に
対
す
る
九
州
経
済
産
業
局
の
説
明
で
は
、

実
施
ま
で
あ
と
一
週
間
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
月
二
十
三
日
現
在
で
検
査
機
器
の
無
料
貸
出
し
の
体
制
を
と
っ
た

の
は
、
全
国
で
四
国
経
済
産
業
局
だ
け
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
福
岡
県
に
お
け
る
検
査
機
関
の
数
及
び
検
査

機
器
の
台
数
に
つ
い
て
も
、
同
産
業
局
は
「
調
整
中
」
と
し
か
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
全
国
の
検
査
機

器
の
無
料
貸
出
等
の
体
制
の
進
捗
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

検
査
体
制
の
整
備
が
今
の
ま
ま
で
推
移
す
れ
ば
、
四
月
一
日
の
実
施
日
に
な
っ
て
も
検
査
の
で
き
な
い
事
業
者
が
多
数
出

て
く
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
検
査
で
き
な
い
事
業
者
に
対
す
る
対
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た

い
。

七

自
主
検
査
の
支
援
体
制
の
一
環
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
等
に
よ
る
検
査
機
器
の
無
料
貸
出
等

を
、
中
小
事
業
者
に
対
し
て
行
う
と
し
て
い
る
が
、
何
を
基
準
と
し
て
「
中
小
事
業
者
」
と
い
う
の
か
。
ま
た
、
「
貸
出

三



等
」
と
あ
る
が
、
貸
出
以
外
に
ど
の
よ
う
な
事
を
考
え
て
い
る
の
か
。

八

電
気
保
安
協
会
等
の
協
力
の
下
に
全
国
に
展
開
す
る
拠
点
を
活
用
し
て
、
六
ケ
月
間
、
中
小
事
業
者
の
要
請
に
応
じ
て
、

無
料
で
出
張
検
査
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
と
し
て
い
る
が
、
六
ケ
月
に
期
間
を
限
定
し
た
理
由
は
何
か
。
限
ら
れ
た
期
間
で
、
当

該
事
業
者
の
検
査
に
係
る
コ
ス
ト
の
軽
減
、
解
消
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

九

各
都
道
府
県
、
市
町
村
等
に
設
置
さ
れ
る
公
設
試
験
所
に
お
け
る
受
託
検
査
の
実
施
、
検
査
機
器
の
貸
出
等
及
び
民
間
団

体
等
の
検
査
の
実
施
は
有
料
な
の
か
。
ま
た
、
こ
の
対
象
は
す
べ
て
の
「
事
業
者
」
な
の
か
。

十

特
別
承
認
制
度
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
ビ
ン
テ
ー
ジ
も
の
と
呼
ば
れ
る
電
子
楽
器
等
す
な
わ
ち
電
気
楽
器
、
電
子
楽
器
、
音

響
機
器
、
写
真
焼
付
器
、
写
真
引
伸
機
、
写
真
引
伸
用
ラ
ン
プ
ハ
ウ
ス
、
映
写
機
に
つ
い
て
は
、
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は

簡
単
な
手
続
き
で
売
買
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

要
件
の
一
つ
に
、
「
既
に
生
産
が
終
了
し
て
お
り
、
他
の
電
気
用
品
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

て
、
か
つ
、
希
少
価
値
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

「
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
て
」
、
「
か
つ
、
希
少
価
値
が
高
い
」
と
い
う
が
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
準
を
明
確
に
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
一
部
報
道
に
よ
る
と
、
対
象
範
囲
を
「
一
九
八
九

四



年
以
前
に
生
産
中
止
に
な
っ
た
製
品
と
す
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
根
拠
と
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

十
一

政
府
の
対
策
は
、
事
業
者
か
ら
公
平
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
「
中
古
電
気
用
品
す
べ
て
を
対
象
か
ら
除
外
し

て
ほ
し
い
」
、
「
販
売
猶
予
期
間
の
延
長
が
で
き
な
い
か
」
と
の
要
求
が
強
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
問
う
。

十
二

政
府
は
、
安
全
性
の
確
保
に
努
め
つ
つ
、
こ
う
し
た
事
業
者
の
要
請
に
応
え
る
よ
う
な
方
策
を
今
後
検
討
す
べ
き
と
考

え
る
が
ど
う
か
。

十
三

政
府
の
対
策
の
消
費
者
に
対
す
る
影
響
及
び
効
果
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


